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西部総合事務所新棟整備等事業 PFI 事業者選定アドバイザリー業務委託仕様書 
 
１ 業務の名称  
    西部総合事務所新棟整備等事業 PFI 事業者選定アドバイザリー業務委託（以下「本業務」
という。） 

  
２ 業務の目的  
   西部総合事務所のＰＦＩ（ＢＴＯ方式）を導入した事業（以下「本事業」という。）の実
施に当たって、本事業を適正かつ確実に推進するため、技術、法務、財務等専門知識の提供
及び民間事業者の公募のための各種資料の作成・公表、事業者選定に係る一連の支援を実施
する総合的アドバイザリー業務を受けることを目的とする。 

 
３ 委託期間 
  契約締結日（※１０月下旬を想定）から令和３年５月３１日まで 
 
４ 業務内容 

  これまでの本事業の検討結果に基づき、法務、金融及び建築技術等の専門的知見を活用し

て以下の業務を行うこと。 

  なお、業務は便宜上以下の①から⑪に区分しているが、これらは互いに影響しあい、前後

も行き来するものであるから、実際の業務の遂行においては他の業務の状況に合わせ、適宜

必要な修正等を行いながら実施すること。  

①市場調査等の実施 

・民間事業者の参画意向の確認  

・要求水準書等の作成及びＶＦＭの算定等のための市場調査  

・民間事業者の参入検討のための各種資料等の作成  

②実施方針、要求水準書の作成、公表に係る支援  

    ・実施方針の作成支援 

・要求水準書の作成支援 

・実施方針公表に関する事業者向け説明会の開催支援  

・民間事業者からの質問回答の作成  

・民間事業者からの意見を受けた、実施方針等の修正  

③事業提案の評価、審査結果の公表に係る支援  

  ・ＰＦＩ事業者選考委員会（仮称）が審査を行うための評価項目、評価基準、配点等

の検討 

  ・審査要領等の審査に必要な書類の作成  

  ・審査講評等の審査結果の公表に関する資料の作成  

  ④対話実施に係る支援 

    ・民間事業者との対話の実施  

  ⑤特定事業選定に係る支援  

    ・特定事業選定のためのＰＳＣ、ＰＦＩ－ＬＣＣ、ＶＦＭの算定等の検討 

・特定事業として選定する根拠となる資料の作成、公表に係る支援  

⑥募集要項、応募様式等の作成支援 

  ・民間事業者公募に必要な募集要項の作成支援 

  ・各種応募様式の作成支援 

⑦公募に係る支援 

    ・公表資料に対する民間事業者からの質問回答の作成支援 

  ・公募に係る事業者向け説明会の開催の支援  

  ⑧ＰＦＩ事業者選考委員会（仮称）の運営等支援 

・入札参加者から提出された提案書のとりまとめ及び検証 
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  ⑨資料配付等 

    ・守秘義務対象になる開示資料の配布 

⑩契約締結に係る支援 

  ・民間事業者との契約締結協議における論点整理、助言  

・基本協定書（案）、契約書（案）等の作成支援 

  ・契約締結協議への同席、円滑な協議進捗のための支援  

  ⑪関係機関との協議支援  

    ・本事業の実施において必要となる関係機関との協議支援 

５ 主なスケジュール（案） 

令和元年（2019 年）10 月～ ・実施方針等の策定作業及び公募資料等の作成作業 

・市場調査 

令和 2 年（2020 年） 3 月 ・実施方針等の公表及び現地説明会 

7 月 ・特定事業の選定、募集要項等の公表 

令和 3 年（2021 年） 1 月 ・ＰＦＩ事業者決定 

3 月 ・ＰＦＩ事業者との契約締結（2 月議会議決） 

5 月 ・本業務報告書提出 
 
６ 再委託の禁止 
（１）業務を受託した者（以下「受託者」という。）は、鳥取県総務部行財政改革局資産活用

推進課（以下「委託者」という。）の承認を受けないで、再委託をしてはならない。  
（２）委託者は、次のいずれかに該当する場合は、(１)の承認をしないものとする。ただし、

特段の理由がある場合はこの限りでない。  
  ア 再委託の契約金額が業務に係る委託料の額の５０パーセントを超える場合  

  イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 
   
７ 報告書の作成 
  受託者は、本業務により作成した公表資料、業務遂行する上で作成した資料、協議結果概
要、議事録等は実施した業務が把握できるようにとりまとめ、報告書を作成する。  

 

８ 成果物の提出（納入） 
  本業務の成果物の提出（納入）については、以下のとおりとする  
（１）報告書 ２部（Ａ４版チューブファイル綴）（図面等含む）  
（２）報告書原稿 一式 （電子データ（正・副）はＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに保存。「原稿」

には、県が指定する作成書類を含む。）  
（３）納入期限  令和３年５月３１日まで 

 
 
９ 完了報告及び検査 
  受託者は、本業務を完了したときは、令和３年５月３１日までに、８の成果物及び完了報
告書を委託者に提出し、委託者の検査を受けるものとする。 

 

10 著作権 
（１）成果物の著作権（著作権法（昭和４５ 年法律第４８ 号）第２７条及び第２８条に規定

する権利を含む。以下同じ。）は、成果物を引渡したときに全て委託者に帰属する。 
（２）委託者は、受託者の承諾を得ずに、成果物の全部又は一部を頒布し、二次的著作物を創

作し、若しくは利用させること等ができる。  
（３）受託者は、成果物の用途上、成果物に係る著作者人格権を将来にわたって行使しない。 

（４）受託者は、委託者に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないも
のであることを保証する。 

 
11 留意事項 
（１）受託者は、本業務に当たっては、委託者と十分に協議した上、作業を進め、適宜、進捗

状況を報告しなければならない。  
（２）受託者は、本業務に係る著作権及び肖像権等の権利関係を処理しなければならない。  
（３）この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。 
（４）本事業の遂行に必要な議決が得られない等、本事業の遂行が困難になった場合等は、本
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業務を変更または中止し打ち切り精算することがある。  

 
12 守秘事項等 
（１）受託者は、本業務における成果物については、当該業務においてのみ使用し、これらを

蓄積したり、他の目的に使用してはならない。  
（２）受託者は、本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。  
（３）受託者は、本業務に従事する者及び６の規定により本業務を再委託する場合の再委託先

並びにそれらの使用人（以下「従事者等」という。）に対して、(１)及び(２)の規定を遵
守させなければならない。 

（４）委託者は、受託者が（１）から（３）までの規定に違反し、委託者又は第三者に損害を
与えた場合は、受託者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることがで
きる。 

（５）（１）から（４）までの規定は、委託期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 
 
13 個人情報の保護 
（１）受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報  
  取扱業務委託契約特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 
（２）受託者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。  
 

14 損害賠償 
  受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し第三者に損害を与えた場
合は、その損害を賠償しなければならない。 

 
15  裁判管轄 
  本業務に係る訴訟の提起及び調停の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を
もって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ
ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法（平成８年
法律第 109 号）第６条に定めるとおりとする。 

 
16 その他 
  この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、委託
者と受託者とが協議して決定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別 表） 
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  ＰＦＩ（ＢＴＯ方式）事業（想定事業条件） 

① 事業手法 ＢＴＯ方式 

② 業務範囲 ① 旧米子警察署等の除却 

② 新棟の整備（機械室、外構整備を含む） 

③ 既存棟（本館・新館）の改修（福祉保健局移転等にかかるもの） 

④ 総合事務所全体の維持管理 ※修繕業務は一定金額以下を想定 

※自主事業として、民間収益施設の併設等の提案も認める。 

＜新棟の想定＞ 

想定面積 約４，０００㎡（うち機械室 約１，０００㎡） 

※民間附帯施設含まず 

想定階数 ３階  

※庁舎部分のみ。民間附帯施設に応じて増設。 

施設機能 事務室、会議室、倉庫、機械室 

入居想定

部局 

県：県土整備局、生活環境局（建築住宅課） 

米子市：都市整備部（営繕課を除く） 

その他 米子市と共有（米子市庁舎と合築） 
 

④ 事業期間 令和３年４月～令和２０年３月 

 


